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   知多市個人用燃料電池自動車購入費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 知多市個人用燃料電池自動車購入費補助金（以下「補助金」という。） 

 は、地球温暖化対策の一環として、市内において環境性能に優れた燃料電池自動

車の普及を図り、運輸部門から排出される温室効果ガスの削減に寄与するため、

予算の範囲内で新車の燃料電池自動車（以下「燃料電池自動車」という。）を新

規購入し、使用する者に対し交付するものとし、その交付に関しては、知多市補

助金等交付規則（平成４年知多市規則第２１号）に定めるもののほか、この要綱

の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころとする。 

 (1) 燃料電池自動車 搭載された燃料電池によって駆動される電動機を動力源と 

  する四輪以上の自動車で、自動車検査証（以下「車検証」という。）に燃料電 

  池自動車である旨が記載されているものをいう。 

 (2) 新車登録 自家用車として購入した燃料電池自動車について、道路運送車両 

  法（昭和２６年法律第１８５号）第８条の規定による新車登録及び第６０条の 

  規定による車検証の交付を受けることをいう。 

 (3) 車両本体価格 付属品、特別仕様、保険、登録等の車両以外に係る費用並び 

  に消費税及び地方消費税に相当する額を除いた車両の価格（車両の価格に値引

  きがある場合は、当該値引き後の価格）をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、市内に居住し、非営利かつ自らが使用する

目的で燃料電池自動車を購入した、次の各号のいずれにも該当する個人で、知多

市税を滞納していない者とする。 

 (1) 当該年度の４月１日以降に当該燃料電池自動車を新車登録し、自動車登録番 

  号における自動車の使用の本拠の位置が知多市であること。 

 (2) 車検証に記載されている交付年月日前６月以上引き続き市内に住所を有し、 
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  住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）により記録されている者であるこ 

  と。 

 (3) 燃料電池自動車の車検証の使用者として記載されている者であること。 

 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

  第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又は当該暴力 

  団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者でない者 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、購入

した燃料電池自動車の車両本体価格とし、補助金の額は５０万円とする。ただ 

 し、補助対象経費の額が当該補助金の額未満の場合は、補助の対象としない。 

２ 申請は、同一年度内において１回限りとする。 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、車検証

交付日後９０日以内又は当該年度の３月末日のいずれか早い日までに、知多市個

人用燃料電池自動車購入費補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様式）に、次

に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1) 購入した燃料電池自動車の車検証の写し 

 (2) 燃料電池自動車の車両本体価格が確認できるものの写し 

 (3) 誓約書（第２号様式） 

 (4) その他市長が必要と認める書類 

２ 第１項に規定する申請の方法は、窓口への持参又はあいち電子申請・届出シス

テムにおける当該補助金申請フォームへの入力及び送信（以下「電子申請」とい

う。）によるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による申請を先着順に受け付けるものとする。ただし、

受け付けた補助金の合計額が予算の範囲を超えるときは受付を停止することがで

きる。 

４ 第１項に規定する申請のうち、予算の範囲を超える見込みとなった日の受付に

ついては、前項の規定にかかわらず、その日の受付時間内に窓口へ持参されたも

の及びその日に電子申請されたものについて抽選を行い、順番を決定するものと
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する。 

 （交付の決定等） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査 

 し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに知多市個人用燃料電

池自動車購入費補助金交付決定通知書（第３号様式）により申請者に通知する。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、条件を付す

ことができる。 

３ 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに知多市個人用燃

料電池自動車購入費補助金不交付決定通知書（第４号様式）により申請者に通知

する。 

 （補助金の請求及び交付） 

第７条 前条第１項の規定による通知を受けた者は、市長に知多市個人用燃料電池

自動車購入費補助金交付請求書（第５号様式）を提出するものとする。 

２ 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとす

る。 

 （交付決定の取消し） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り

消すことができる。 

 (1) 法令又はこの要綱若しくは交付決定に付した条件に違反したとき。 

 (2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の受給に関し、不正の行為があ 

  ったとき。 

 (3) その他市長が適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、申請者に対し、

速やかに知多市個人用燃料電池自動車購入費補助金交付決定取消通知書（第６号

様式）により、その旨を通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第９条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付を取り消す場合において、

既に補助金が支払われているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるこ

とができる。 
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 （取得財産の処分） 

第１０条 申請者は、補助金の交付決定に係る燃料電池自動車（以下「取得財産」

という。）に係る新車登録の日から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められている耐用年数等に相当する期

間（以下「財産処分制限期間」という。）内に当該取得財産を処分しようとする

ときは、あらかじめ財産処分届出書（第７号様式）を提出するものとする。 

２ 市長は、前項の届出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認め

たときは、処分の承認をし、その承認に条件を付したときには、財産処分承認通

知書（第８号様式）により、その承認事項及び条件を申請者に通知するものとす

る。 

３ 市長は、前項により処分の承認をするときは、交付した補助金のうち処分時か

ら財産処分制限期間に相当する額を、市に返還させることができる。 

４ 前項の処分時から財産処分制限期間に相当する額は別表に定める額とする。 

 （調査） 

第１１条 市長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において申請者

に対し調査等を行うことができる。 

２ 申請者は、市長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力するものとす 

 る。 

 （委任） 

第１２条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の

規定に基づき、現に補助金の交付決定を受けた補助事業に係る規定については、

同日後も、なおその効力を有する。 
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別表（第１０条関係） 

新車登録の日からの経過年数 補助金返還額 

１年未満 補助金額全額 

１年以上 補助金額を財産処分制限期間で除した額に財産

処分制限期間から既に使用した年数（１年未満

切捨て）を減じた年数を乗じて得た額（１円未

満切捨て） 
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第１号様式（第５条関係） 

知多市個人用燃料電池自動車購入費補助金交付申請書兼実績報告書 

  年  月  日  

 知多市長 様 

                申請者 住  所              

                    氏  名              

                    電話番号              

 

知多市個人用燃料電池自動車購入費補助金の交付を次のとおり申請します。 

 

登 録 年 月 日      年   月   日 

自 動 車 登 録 番 号 

又 は 車 両 番 号 
 

車 名  

車両本体価格（税抜） 

（ 補 助 対 象 経 費 ） 
円 

補 助 金 交 付 申 請 額 円 

・知多市個人用燃料電池自動車購入費補助金交付申請に係る住民基本台帳の閲覧

に関して同意します。 

・市税の納付状況について市が確認することに同意します。 

     年   月   日     氏名               

 

【添付書類】 

□購入した燃料電池自動車の自動車検査証の写し 

□購入した燃料電池自動車の車両本体価格が確認できるもの（車両販売店・車両番

号・購入者名・購入日等） 

□誓約書（第２号様式） 

 

年   月   日 確認印 

市税滞納状況確認  
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第２号様式（第５条関係） 

誓 約 書 

  年  月  日  

 知多市長 様 

                申請者 住  所              

                    氏  名              

                    電話番号              

 

この度、知多市個人用燃料電池自動車購入費補助金を申請するにあたり、対象と

なる燃料電池自動車について、新車登録の日から引き続き減価償却資産の耐用年数

等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められている耐用年数等に相

当する期間自ら使用し、当該期間内に燃料電池自動車を処分した場合は、知多市個

人用燃料電池自動車購入費補助金交付要綱の規定に従い、補助金を返還することを

誓約します。 

 

 

 

 

 

 

 

財産処分が以下に該当する場合は、本人の責めに帰さないやむを得ない事由によ

るものとして補助金の返納は必要ありません。 

ただし、「財産処分届出書」及び必要書類を提出し、承認を得る必要があります。 

 (1) 取得財産等が天災などにより走行不能となり抹消処分した場合 

 (2) 取得財産等が過失のない事故により走行不能となり抹消処分した場合 

 (3) その他市長が特に認める場合 
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第３号様式（第６条関係） 

知多市個人用燃料電池自動車購入費補助金交付決定通知書  

知多市 指令 第   号  

  年  月  日  

          様 

知多市長             

 

     年   月   日付けで交付の申請のあった知多市個人用燃料電池

自動車購入費補助金について、以下のとおり交付決定し、額を確定したので、知多

市個人用燃料電池自動車購入費補助金交付要綱第６条第１項の規定により通知しま

す。  

 

交 付 決 定 額 円 

交 付 の 条 件 
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第４号様式（第６条関係） 

知多市個人用燃料電池自動車購入費補助金不交付決定通知書 

知多市 指令 第   号  

  年  月  日  

          様 

知多市長             

 

     年   月   日付けで交付の申請のあった知多市個人用燃料電池

自動車購入費補助金について、以下の理由で不交付を決定したので、知多市個人用

燃料電池自動車購入費補助金交付要綱第６条第３項の規定により通知します。 

 

不 交 付 の 理 由 
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第５号様式（第７条関係） 

知多市個人用燃料電池自動車購入費補助金交付請求書 

  年  月  日  

 知多市長 様 

                申請者 住  所              

                    氏  名              

                    電話番号              

 

     年   月   日付けで交付決定及び額の確定を受けた知多市個人

用燃料電池自動車購入費補助金について、次のとおり請求します。 

 

請 求 金 額 円 

車 両 の 受 け 渡 し 日      年   月   日 

 

受 

取 

人 

振込先には次の口座を指定します。（本人名義口座） 

金融機関名 

銀 行          

信 用 金 庫        店 

農業協同組合          

預 金 種 別 

１ 普通 

２ 当座 

３ 貯蓄 

口
座
番
号 

       

（フリガナ）  

口座名義人  
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第６号様式（第８条関係） 

知多市個人用燃料電池自動車購入費補助金交付決定取消通知書 

知多市 指令 第   号  

  年  月  日  

          様 

知多市長             

 

     年   月   日付け知多市個人用燃料電池自動車購入費補助金交

付決定について、以下の理由で取り消したので、知多市個人用燃料電池自動車購入

費補助金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。  

 

取 消 の 理 由 
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第７号様式（第１０条関係） 

財産処分届出書 

  年  月  日  

 知多市長 様 

                申請者 住  所              

                    氏  名              

                    電話番号              

 

知多市個人用燃料電池自動車購入費補助金交付要綱の規定に基づき、次のとおり

財産を処分することを届け出ます。 

 

１ 交付年度              年度 

 

２ 交付決定番号               

 

３ 処分の方法 

  該当する項目を○で囲んでください。 

売 却 譲 渡 交 換 廃 棄 その他 

  「その他」については具体的に記入してください。 

  （                                ） 

 

４ 新車登録から処分までの期間 

       年   月   日から     年   月   日まで 

 

５ 処分の理由 

 

 

６ 処分による収益の額 
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第８号様式（第１０条関係） 

財産処分承認通知書  

知多市 指令 第   号  

  年  月  日  

          様 

知多市長             

 

     年   月   日付けで申請のあった燃料電池自動車の処分につい

て、知多市個人用燃料電池自動車購入費補助金交付要綱第１０条第２項の規定によ

り、以下のとおり承認したので、通知します。  

 

登 録 年 月 日      年   月   日  

交 付 済 補 助 金 額 円 

処 分 承 認 の 条 件 

次の欄の補助金返還額（知多市個人用燃料電池自動

車購入費補助金交付要綱第１０条第３項に規定する

額）を直ちに市に返還すること。  

補 助 金 返 還 額 円 

 

 

 


